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令和元年 9月例会：次第（令和元年 9 月 28日開催） 

 

１.会長挨拶 

 

２.社会医療法人誠光会 草津総合病院 健康管理センターの設置についての説明 

 社会医療法人誠光会 草津総合病院 病院長 平野先生より説明。 

 

３.栗東市から｢子どもの福祉医療費助成制度の拡充｣についての説明 

 

４.報告事項 

【会員の状況】 令和元年 8 月 

（１）会員の状況（令和元年 8月） 

       Ａ会員：135名、 Ｂ会員：163名、  合計：298名  

 

【総   務   部】 

［総     務］ 
（１）令和元年度版 滋賀県医師会会員名簿について 

 標記会員名簿（令和元年 8月 1日現在）を作成したので、名簿に氏名掲載の会員については

地域医師会を通じて配布いたします。病院所属の会員については本会から病院宛に直送いたし

ます。 

なお、個人情報保護の関係から、名簿の取扱いにつきましては十分にご配慮をいただきます

とともに、旧名簿の処分等につきましても適切に対応くださいますようお願い申し上げます。 

 

（２）医療機能情報提供制度に基づく医療機能情報の定期報告について 
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（平成 18年

法律第 84号）により、医療法の一部が改正され、医療機能情報提供制度が平成 19年 4月 1

日から実施されたことに伴い、本県においても毎年度、県内のすべての医療機関を対象に医療

機能情報の定期報告を実施し、報告された内容が県庁ホームページの「滋賀県救急医療情報シ

ステム（医療ネット滋賀）」において掲載されているところである。 

このたび、令和元年度定期報告について、各保健所長より各医療機関管理者あてに報告が依

頼されるので、その際は御承知のうえ適切に対応いただくようお願いする。 

 

（３）排泄支援プロジェクト～QOL(本人が望む暮らし)の維持向上を目指した排泄支援～ 

（総務資料 1）ｐ.1 

 

（４）滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例について     （総務資料 2）ｐ.10 

 

（５）病診連携の推進に係る意見交換会の開催について(6月、8月例会時案内済み) 
      （総務資料3）ｐ.16 

医師会事務局にて取りまとめますので、参加される先生は令和元年9月30日(月)までに、 

   事務局までお知らせ下さい。 
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（６）湖南広域休日急病診療所の運営について         

 

（７）日本医師会 医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」（令和元年度） 

の開催について                       （総務資料 4）ｐ.18 

 

（８）第 26 回日本医学会公開フォーラムの開催について(案内)    （総務資料 5）ｐ.21 

 

（９）令和元年度結核予防技術者地区別講習会(近畿地区)資料について 

   ご入用の先生は事務局までお知らせ下さい(先着 3名)。        （総務資料 6）ｐ.24 

 

（10）済生会滋賀県病院災害訓練にかかる見学について(ご案内)      （総務資料 7）ｐ.25 

 事務局にて取りまとめますので参加される先生は 9月 30日(月)までにお知らせ下さい。 

      

（11）「ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ・肺炎球菌感染症(B 類疾病)ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 2019年度版」について 

（総務資料 8）ｐ.28 

 

（12）ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 2019 日本大会開催に伴う感染症発生動向調査の取組強化について 

医師会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに登載済み。                      （総務資料 9）ｐ.30 

 

（13）草津総合病院「診療担当医一覧表」について             （総務資料 10）ｐ.35 

 

（14）滋賀県小児在宅医療体制整備事業 座学・実技研修会のご案内  （総務資料 11）ｐ.38 

 

（15）令和元年度日本医師会医療情報システム協議会の開催について  （総務資料 12）ｐ.42 

 

（16）ワクチン納入状況報告システム(ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ)の運用開始について （総務資料 13）ｐ.47 

 

（17）第 30回(2019 年度第 3回)認知症の医療と福祉の連携 IN守山・野洲開催について 
（総務資料 14）ｐ.57 

 

（18）青少年エイズ対策事業研修会(厚生労働省青少年エイズ対策事業)への参加者募集に

ついて  当医師会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに登載済              （総務資料 15）ｐ.59 

 

（19）消費税率の改定に伴う郵便料金等の変更について        （総務資料 16）ｐ.63 

  例会資料の郵送料金は「特約ゆうメール」1㎏までの場合+手数料 100円で 273円→276 円。 

 

（20）診療所のスリッパ使用に関する苦情について          （総務資料 17）ｐ.65 

 

（21）第 183回草津栗東医師会循環器研究会の開催について      （総務資料 18）ｐ.67 

開催日時：令和元年 10月 16日(水) 20：00～21：30 

開催場所：クサツエストピアホテル 3階 「慶雲」 

共 催：第一三共株式会社 
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（22）「第 16 回あおばな地域医療連携の会」の開催について    （総務資料 19）ｐ.68 

   開催日時：令和元年 11月 14日（木） 17:00～20:50（予定） 

   開催場所： ロイヤルオークホテル スパ＆ガーデンズ 

   講演内容：「わが国の少子化を考える～子育てから始まるまちづくり 

 

 

【学 術 部】 
［医  療  安  全］ 
（１）医薬品の「使用上の注意」の改訂について 【日医常任理事通知（法安 92）】 

     下記医薬品の使用上の注意事項が改訂された。詳細は、厚生労働省のホームページに掲載さ

れているのでご確認いただきたい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204124_00001.html  

☆令和元年 8月 22日付け 

①アポモルヒネ塩酸塩水和物②カベルゴリン③タリペキソール塩酸塩④プラミペキソ

ール塩酸塩水和物(普通錠、ＯＤ錠)⑤プラミペキソール塩酸塩水和物(徐放錠)⑥ブロ

モクリプチンメシル酸塩、ペルゴリドメシル酸塩⑦ロチゴチン⑧ロピニロール塩酸塩

⑨トファシチニブクエン酸塩⑩乾燥ＢＣＧワクチン 

 

【保 険 部】 
〔令和元年度(平成 31 年度)診療報酬改定関係通知等〕 

 

 《改定関連情報掲載ホームページ》 

  ①日医ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのﾒﾝﾊﾞｰｽﾞﾙｰﾑ内「診療報酬改定に関する情報＜令和元年度＞」 

   http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/31kaitei/ 

②厚生労働省ホームページ「令和元年度診療報酬改定について」 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00026.html 

 
 

(1) 消費税率引き上げに伴って診療報酬改定される主な項目   （保険資料 1）ｐ.70 

（日医ニュース 2019年 10月 5日号に掲載予定） 
 

   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「診療報酬改定に関する情報＜令

和元年度(平成 31年度)＞」のコーナーに掲載済 
 

   ※改定項目の詳細に関する冊子、および院内掲示ポスター（県医師会版）を今月の各地

域医師会定例会にて配布 
 

(2) 酸素の価格等について 【日医常任理事通知（保 115）】 

（県医師会報９月号 37ページに掲載済） 
 

(3) 医療用医薬品等に係る消費税率引上げへの対応等について 

【日医常任理事通知(地 206)(保 109)】 

 

〔改定関係以外の通知〕 

(1) 保険医療機関等がプレミアム付商品券の取扱事業者となる上での留意点について 

   【日医常任理事通知(保 67)(介 41)】 

※近畿厚生局ホームページに掲載済 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/kanri/documents/000102164.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204124_00001.html
http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/31kaitei/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00026.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/kanri/documents/000102164.pdf
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・10月 1日に実施される消費税・地方消費税率の 10％への引上げが、低所得者・子育て世代

の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、低所

得者・子育て世帯主向けのプレミアム付商品券が、本年 10月 1日から令和 2年 3月 31日ま

での間で市町村等の定める期間において、使用可能となる 

 

・商品券は、現金と同様の機能を果たす金券として、市町村等が発行・販売するものであり、

商品券を取扱うとして応募した事業者においては、金券として受け取った商品券を市町村等

を通じて換金する手続きが必要となる 

 

・今回の商品券事業については、原則、医療や介護の自己負担の支払にも充てることが可能（県

内でも市町により取扱いが異なる可能性もある）であるので、各医療機関の判断により、商

品券を取扱う事業者として応募されたい（問い合わせ先は各市町のホームぺージでご確認く

ださい） 

 

・保険医療機関等が商品券の取扱事業者となった場合、商品券による支払においては、お釣り

が出ないこととされているため、商品券によって一部負担金等の支払を受ける際には、一部

負担金の額を超える額面の商品券を受領しないよう注意が必要となる 

（例：一部負担金が 900円の場合、500円の商品券２枚ではなく、500円の商品券１枚と現金

400 円を受け取ることになる） 
 

 (2) 疑義解釈資料（その 16）について 【日医常任理事通知（保 104）】 

（県医師会報９月号 33～34ページに掲載済） 
 

 (3) 肝炎治療特別促進事業におけるマヴィレット配合錠の 12歳以上の小児への保険適

用拡大についての取扱いについて 【日医常任理事通知（健Ⅱ98）】 

    （概要は県医師会報 10月号に掲載予定）  
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、「会員向け文書管理システム」のコーナー

に掲載済 

     http://www.med.or.jp/japanese/members/bunsyo/data3/kenko2/2019ken2_98.pdf 

 

  

(4) 抗 PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤（テセントリク点滴静注）に係る最適使用推進ガイドラ

インの策定に伴う留意事項の一部改正について 【日医発第 564号(地 201)(保 105)】 

    （概要は県医師会報９月号 27～28ページに掲載済） 
 

   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」の

コーナーに掲載済 

     http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/ 

 

 

 (5) 本年 10月実施の日野町における子ども医療費助成制度の制度改正について 
 
  

 

 

http://www.med.or.jp/japanese/members/bunsyo/data3/kenko2/2019ken2_98.pdf
http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/
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(6) 原子爆弾被爆者健康手帳の無効について 
 

     手帳番号    無効年月日  無効事由       備 考 

        000826-8   R元.8.20  紛失のため 当該手帳紛失者は大津市在住 

    （県医師会報９月号 34ページに掲載済） 

 

 (7) 共済組合員証の無効について 

   厚生労働省第二共済組合東近江総合医療センター所属所(保険者番号31250095) 
 

     記号番号     無効年月日  無効事由       備 考 

        50114439   R元.9.2   亡失のため 当該組合員、被扶養者は大津市在住 

    （県医師会報 10月号に掲載予定） 

 

 (8) 令和元年 9月 30日付けで廃止となる経過措置医薬品について 

    （関連記事は県医師会報９月号 53ページを参照） 

    （廃止となる経過措置医薬品の詳細は社保支払基金ホームページ参照） 

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/keikasochi/shinsajoho_01.html 

 

(9) 材料価格基準の一部改正等について 【日医発第 590 号（保 113）】 

  （新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等−令和元年 9月 1日適用−） 

（詳細は日医雑誌 11月号に掲載予定） 
 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「新たに保険適用が認められた検

査・医療機器等」のコーナーに掲載済 

http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiyo/ 

 

 

(10) 医療機器の保険適用について（9月 1日保険適用分） 【日医発第 591号（保 114）】 

 

(11) 障害年金等に係る診断書（障害状態確認届）等の作成期間の拡大について 

【日医常任理事通知（健Ⅱ69）】 

    （概要は県医師会報９月号 29ページに掲載済） 

 

(12) 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂について並びに「『オンライ

ン診療の適切な実施に関する指針』に関するＱ＆Ａについて」の改訂について 

【日医発第 493号（地 181）】 

（概要は県医師会報９月号 29～33ページに掲載済） 

 

〔厚生労働省が実施する調査関係通知〕 

(13) 令和元年度医薬品価格調査に対する協力について 【日医発第 632 号（保 126）】 
 

(14) 令和元年度特定保険医療材料価格調査に対する協力について 

【日医発第 633号（保 127）】 

 

 

 

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/keikasochi/shinsajoho_01.html
http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiyo/


 
 

6 

〔令和元年 8月の前線に伴う大雨、令和元年台風 15号関連通知〕 

(15) 令和元年 8月の前線に伴う大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等に

ついて                    【日医常任理事通知（保 106）】  

 

(16) 令和元年台風 15号の影響による停電に伴う被災者に係る被保険者証等の提示等に

ついて                    【日医常任理事通知（保 117）】  
 

(17) 令和元年 8月の前線に伴う大雨による災害による被災者に係る公費負担医療の取扱

いについて                  【日医常任理事通知（保 107）】  
    

(18) 令和元年台風第 15号の影響による停電による被災者に係る公費負担医療の取扱い

について                   【日医常任理事通知（保 120）】  
 

※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「地震などの災害時における保険診療

等に関する情報」のコーナーに関係通知が掲載されている 

http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/jishin/ 

 

 
 
【公 衆 衛 生 部】 
［地  域  保  健］ 
（１）風しんの抗体検査・予防接種に関する啓発について 

平成 31年 2月 1日、予防接種法政省令の一部改正により、風しんの定期の予防接種（第 5期）

の対象者として、昭和 37年 4月 2日から昭和 54年 4月 1日の間に生まれた男性が追加され、現

在、集合契約等による風しんの抗体検査および風しんの第 5期の定期接種が実施（令和 4年 3月

31 日まで）されているところである。 

今般、厚生労働省において、風しんの第 5期の定期接種の取り組み実施率向上のため、ポスタ

ー、動画、案内用紙等の啓発資材が作成され、本会あて周知・啓発方依頼があったのでご高配い

ただきたい。  

 [発出元：日本医師会感染症危機管理対策室長 令和元年 8月 20日付(健Ⅱ84F)] 

〇日本医師会ホームページ  

医師のみなさまへ → 感染症関連情報 → 風しんの追加的対策について 

→ 風しんの追加的対策について（医療機関、医師会向けページ）  

→ 集合契約（クーポン券使用可否）に係る院内掲示用ポスター  

http://www.med.or.jp/doctor/kansen/rubella/008503.html   

〇厚生労働省ホームページ掲載場所  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou  

/kekkaku-kansenshou/rubella/index_00001.html   

 

（２）組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）の安定供給に係る対応について 
ＭＳＤ社が供給する組換え沈降 B型肝炎ワクチン（B 肝ワクチン）について、原液製造の上流

工程で断続的に規格を満たせないケースが生じたため、早ければ本年 10 月以降、国内供給を継

続できなくなる恐れがあるとの報告がなされたことを受け、厚生労働省は、B肝ワクチンを国内

供給するもう１社であるＫＭバイオロジクス社（ＫＭバイオ社）に対し増産を依頼し、当分の間、

需要に変動がない場合には B肝ワクチンが不足する懸念はないとの考えを示すとともに、B肝ワ

クチンの安定供給の推進のため、卸売販売業者及び医療機関に対し協力を求めた。 

＜卸売販売業者＞ 

・自社と取引実績がない医療機関や新規開設医療機関から発注があった場合には、取引実績

がないことを理由に不利になることのないよう配慮すること 

http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/jishin/
http://www.med.or.jp/doctor/kansen/rubella/008503.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou
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＜医療機関＞ 

・必要量に見合う量のワクチンを購入すること 

・0.25mL を注射する場合には、まずは 0.25mL製剤の使用を検討し、ワクチン供給の実情等

により 0.5mLバイアル製剤で 0.25mLを注射する場合には、各ワクチンの注意事項を遵守

した上で、可能な限り２回使用するよう努めること 

・3回接種を同一製剤で行うことが望ましいが、1歳未満児を対象として、ＫＭバイオ社と

ＭＳＤ社製のワクチンを組み合わせて接種した場合の互換性は確認されていること 

  [発出元：日本医師会感染症危機管理対策室長 令和元年 8 月 20 日付(健Ⅱ83F)] 
 

（３）エボラ出血熱の疑似症の判断における接触歴について  
世界保健機関（ＷＨＯ）における「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（ＰＨＥＩＣ）」

（令和元年 7月 18日）を受け、現在、各検疫所においては、到着前 21日以内にコンゴ民主共和

国の北キブ州又はイツリ州及びウガンダ共和国のカセセ県に渡航又は滞在していたことが確認

された場合は、「エボラ出血熱患者（疑い患者を含む。）の体液等（血液、体液、吐瀉物、排泄物

など）との接触歴（感染予防策の有無を問わない）がある者」に該当するとみなして、対応を行

っている。 

今般、厚生労働省より、各自治体においても疑似症の判断の際、上記地域に渡航歴等がある場合

には「接触歴がある」とみなして対応するよう依頼されたとの情報提供があった。 

  [発出元：日本医師会感染症危機管理対策室長 令和元年 8 月 20 日付(健Ⅱ82F)] 
【関連資料】 

○「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」の宣言を受けたエボラ出血熱に係る協力依頼

について 

（自治体宛て通知）（令和元年７月 18日付健感発 0718 第１号健康局結核感染課長、薬生食

検発 0718 第１号医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課検疫所業務管理室長通知）

※検疫所への通知が含まれています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000529092.pdf  

 

○「ウイルス性出血熱への行政対応の手引き（第二版）」の周知について（事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000169699.pdf 

○エボラ出血熱の国内発生を想定した対応について（平成 27年 10月 2日健感発 1002第 1号） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000164704.pdf 

 

（４）廃棄物処理におけるエボラ出血熱対策について 
エボラ出血熱について、感染経路は接触感染であるとされていたことから、人が感染する（及

びそのおそれのある）病原体が含まれる、若しくは付着している（又はこれらのおそれのある）

廃棄物の取扱いに関し、関係者が取るべき措置等について取りまとめた「廃棄物処理法に基づく

感染性廃棄物処理マニュアル」（平成 30 年 3 月）が環境省ウェブサイトに掲載されたとの、情

報提供があった。 

  [発出元：日本医師会長 令和元年 8 月 22 日付日医発第 542 号(地 193)] 
〇環境省ウェブサイト  

http://www.env.go.jp/recycle/misc/guideline.html   

 

（５）チクングニア熱やデング熱等の蚊媒介感染症に関する注意喚起等について 
本年 6月以降ミャンマーが感染地域と推定されるチクングニア熱の輸入症例が 3年ぶりに複数

例報告されたこと、また、東南アジア等においてデング熱の流行が報告されていることから、今

般、厚生労働省より情報提供があった。 

本件は、来月のラグビーワールドカップの開催を控え、今後、流行地域からの渡航者の増加が

見込まれることから、あらためて蚊媒介感染症対策に留意が重要であるとして、「蚊媒介感染症

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000529092.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000164704.pdf
http://www.env.go.jp/recycle/misc/guideline.html
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の診療ガイドライン」等の各種手引きについて周知し、引き続き適切な対応を求めるとともに、

チクングニア熱やデング熱等の蚊媒介感染症の予防策について普及啓発を依頼するものである

のでご高配願いたい。 

  [発出元：日本医師会感染症危機管理対策室長 令和元年 8 月 28 日付(健Ⅱ89F)] 
（参考ホームページ） 

〇厚生労働省検疫所ホームページ（FORTH）における注意喚起 

・ミャンマーからの輸入例として報告されたチクングニア熱の増加に関する情報 

https://www.forth.go.jp/topics/20190821.html  

・デング熱の発生状況－西太平洋地域 

https://www.forth.go.jp/topics/20190822.html  

〇厚生労働省ホームページ（各種手引き等） 

・蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000131650.pdf  

・デング熱・チクングニア熱等蚊媒介感染症の対応・対策の手引き地方公共団体向け 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000163947.pdf  

・デング熱・チクングニア熱・ジカウイルス感染症等の媒介蚊対策＜緊急時の対応ﾏﾆｭｱﾙ＞ 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/lab/478-ent/8757-2019-04-23-09-18-40.html  

・蚊媒介感染症の診療ガイドライン（第５版） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000477538.pdf  

・蚊媒介感染症予防啓発ポスター 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164483.html  

 

（６）4 種混合ﾜｸﾁﾝ(DPT-IPV)(製品名：ﾃﾄﾗﾋﾞｯｸ皮下注ｼﾘﾝｼﾞ)の自主回収への対応について 

（公衆衛生資料 1）ｐ.71 

 

（７）季節性インフルエンザワクチンの供給について     （公衆衛生資料 2）ｐ.86 

 

 

【産 業 保 健 部】 
［産 業  保  健］ 

（１）「労災疾病等医学研究普及サイト」に係るリーフレットについて 
労働者健康安全機構では、全国の労災病院グループの労災疾病研究.開発促進による様々な研

究成果の集約を目的とした「労災疾病等医学研究普及サイト」を運営している。 

この度、労働者の健康・安全に対する研究成果や、モデル医療法・モデル予防法等の成果の普

及・活用について、その社会的意義や貢献度を更に積極的に広報するために、「労災疾病等医学

研究普及サイト」を紹介するリーフレットを作成したとの情報提供があった。 

  [発出元：日本医師会常任理事 令和元年 9 月 4 日付(健Ⅰ135)] 
〇労災疾病等医学研究普及サイト  https://www.research.johas.go.jp/  

 

https://www.forth.go.jp/topics/20190821.html
https://www.forth.go.jp/topics/20190822.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000131650.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000163947.pdf
https://www.niid.go.jp/niid/ja/lab/478-ent/8757-2019-04-23-09-18-40.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000477538.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164483.html
https://www.research.johas.go.jp/
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５．滋賀県医師会連絡事項               

（１）代議員会・表彰式・受賞者顕彰会の開催について     
  令和元年 12月 5日（木） 琵琶湖ホテル 

14:30～16:00 第 215回臨時代議員会 

16:15～16:45 令和元年度表彰式 

             （永年役員功労表彰、永年会員功労表彰、医療従事者表彰） 

     17:00～ 受賞者顕彰会 

 ※医療従事者表彰候補者の推薦については、事務局にて取りまとめますので、10月 15日

(火)までに事務局にお知らせ下さい。選考基準は資料参照。     （総務資料 20）ｐ.94  

 

（２）第 37回滋賀県医師会健勝の集いの開催について 
  と き 令和元年 10月 6日（日） 11:45～14:00 

  ところ ホテルボストンプラザ草津 びわ湖 

  対 象 71歳以上の滋賀県医師会員 

 

（３）令和元年度「医療安全管理研修会（医療事故未然防止研修会）」の開催について 
  と き 令和元年 10月 31日（木） 14:00～16:00 

  ところ 栗東芸術文化会館さきら 中ホール 

 

（４）第 36回滋賀医学会総会の開催について 
  と き 令和元年 11月 2日（土） 14:15～18:10 

  ところ びわ湖大津プリンスホテル コンベンションホール淡海 

  テーマ 高血圧診療の新展開 

  ※14:25頃から 15分程度で第 4回糖尿病実態調査の概要報告を行う 

 

（５）即位礼正殿の儀が行われる令和元年 10 月 22日（休日）について 
   ※休日加算の取り扱いは、通常の祝祭日と同様、通知通り。 

 

６.講演会・研修会等のご案内                   （総務資料 21）ｐ.97 

 

７.当医師会 10 月の行事予定表                  （総務資料 22）ｐ.99 
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☆★☆ 医協連絡事項 ☆★☆ 
 

・「ナガイレーベン秋の大特価セール」「コクヨキャンペーン」のご案内 

毎年ご好評をいただいております「ナガイレーベン秋の大特価セール」を今年も実施いたし

ます。看護衣・診察衣・シューズが 10月 1日～11月 30日までの間、定価の 30％引きとなりま

す。2月頃にお届けしたセレクト商品カタログ「Seed℃」をご覧のうえご注文ください。 

また、コクヨ商品についても秋のキャンペーンを 11月 30日まで実施中です。 

どちらも期間限定のお得な機会にぜひご利用ください。カタログがお手元にない場合は購買

課までお問い合わせください。 

・家電製品斡旋サイト「e.shop21」サービス終了のお知らせ 

永らくご利用いただいておりました家電製品斡旋サイト「e.shop21」がシステムの老朽化等

により 10 月 31 日（木）18 時を持ってサービスを終了いたします。それに伴い 11 月 1 日より

新サービスを開始予定です。詳細については後日改めてご案内させていただきます。 

・小規模企業共済のご案内 

個人事業主の退職金積立を目的として、多くの先生方にご加入いただいております小規模企

業共済についてご案内させていただきます。 

【小規模企業共済制度のメリット】 

●個人事業主はもちろん共同経営者（例：配偶者）も加入できます。 

●掛金全額（年間最大 84万円）を所得控除ができます。 

※12 月までにお申し込みをいただければ、今年分の所得控除が受けられます。 

詳細につきましては、福祉課までお問い合わせください。 

また、医協ニュース 9月号（P.11）に掲載しておりますのでご検討ください。 

・令和元年度下半期融資利率について 

令和元年度下半期（令和元年 10月～令和 2年 3月)の融資貸付利率が決定いたしました。  

自家貸付 小口融資 小口特別融資 

貸付利率 固定金利 1.975％ 固定金利 0.8％ 

制度融資 ドクタープラチナム ドクタープラチナム フリー 

利率（最優遇） 変動金利0.45％ 固定金利1.15％ 変動金利 0.55％ 

その他諸条件がございますので、詳細等は医協事務局までお問い合わせください。 
・消費税率改正の対応に関するご案内 

令和元年 10 月 1 日からの消費増税に伴い、下記の通りご案内申し上げます。 

内 容 ： 令和元年 10月度ご利用分（11月引去）から対象の消費税を 10％へ変更 

対 象 ： 当組合よりお買い上げいただいた物品、サービスまたは役務提供等 

詳細につきましては請求書および引去明細書にてご確認ください。 

ご不明な点がございましたら、経理課までお問い合わせください。 

 

★資料は草津栗東医師会ホームページ会員ページに掲載 

Ａ会員：各自個別のＩＤ、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ 

Ｂ会員： ID：kusakuri  パスワード：kusakuri2016 
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